
 

 

   議第２号議案 横浜市民の読書活動の推進に関する条例の制定 

 

 上記の議案に対する修正の動議を別紙のとおり提出する。 

  

   平成２５年５月３０日提出 

  

    横浜市会議員 

      輿 石 且 子    酒 井   誠    田野井 一 雄 

      横 山 正 人    源 波 正 保    中 島 光 徳 

菅 野 義 矩    坂 本 勝 司    磯 部 圭 太 

大 桑 正 貴    白 井 正 子  



（ 別 紙 ）  

横 浜 市 民 の 読 書 活 動 の 推 進 に 関 す る 条 例 案 に 対 す る 修 正  

 

横 浜 市 民 の 読 書 活 動 の 推 進 に 関 す る 条 例 案 の 一 部 を 次 の よ う に 修 正 す る 。  

 

第 ２ 条 中 「 市 民 の 読 書 活 動 の 推 進 に 関 す る 施 策 」 を 「 市 」 に 、 「 こ と を 旨 と し

て 行 わ れ な け れ ば 」 を 「 よ う 、 全 力 を 挙 げ て 市 民 の 読 書 活 動 を 推 進 し な け れ ば 」

に 改 め る 。  

第 ３ 条 第 ２ 項 中 「 、 各 区 」 を 「 、 区 」 に 改 め 、 「 区 民 の 」 を 削 り 、 「 各 区 の 活

動 目 標 」 を 「 目 標 」 に 改 め る 。  

第 ６ 条 第 ２ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

２  市 は 、 市 立 図 書 館 が そ の 使 命 を 全 う す る た め 、 蔵 書 の 充 実 そ の 他 運 営 の 改 善

及 び 向 上 等 に 寄 与 す る 措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

第 ６ 条 第 ３ 項 中 「 民 間 団 体 」 の 前 に 「 市 は 、」 を 加 え 、 「 は 、 そ の 活 動 を 行 う

に 当 た っ て は 」 を 「 に 対 し 」 に 改 め 、 「 実 施 す る 」 の 次 に 「 市 民 の 」 を 加 え 、 「  

努 め る 」 を 「 要 請 す る 」 に 改 め る 。  

第 ７ 条 中 「 実 施 す る 」 の 次 に 「 市 民 の 」 を 加 え 、 「 各 区 の 活 動 目 標 」 を 「 目 標  

」 に 改 め る 。  

第 ８ 条 の 見 出 し を 「（ 市 民 の 読 書 の 日 等 ）」 に 改 め 、 同 条 中 「 た め 」 の 次 に 「  

、 毎 月 ２ ３ 日 を 市 民 の 読 書 の 日 と し 」 を 加 え る 。  



参  考  

横 浜 市 条 例 （ 番 号 ）  

横 浜 市 民 の 読 書 活 動 の 推 進 に 関 す る 条 例  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 市 民 の 読 書 活 動 の 推 進 に 関 し 、 基 本 理 念 を 定 め る と と も に  

、 横 浜 市 （ 以 下 「 市 」 と い う 。） の 責 務 並 び に 家 庭 、 学 校 （ 市 立 の 小 学 校 、 中

学 校 、 高 等 学 校 及 び 特 別 支 援 学 校 を い う 。 以 下 同 じ 。） 及 び 地 域 に お け る 取 組

等 を 定 め る こ と に よ り 、 市 民 の 読 書 活 動 の 推 進 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ 計 画

的 に 推 進 し 、 も っ て 市 民 一 人 一 人 の 心 豊 か な 生 活 及 び 活 力 あ る 社 会 の 実 現 に 資

す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 基 本 理 念 ）  

第 ２ 条  市 は 、 読 書 活 動 が 、 言 葉 を 学 び 、 感 性 を 磨 き 、 表 現 力 、 創 造 力 等 を 高 め  

、 又 は 豊 か な も の に し 、 人 生 を よ り 深 く 生 き る 力 を 身 に 付 け る 上 で 大 切 な も の

で あ る こ と に 鑑 み 、 乳 幼 児 期 か ら 高 齢 期 ま で 、 市 民 一 人 一 人 が 、 豊 か な 文 字 ・

活 字 文 化 の 恵 沢 を 享 受 す る こ と が で き る 環 境 を 整 備 す る よ う 、 全 力 を 挙 げ て 市

民 の 読 書 活 動 を 推 進 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 市 の 責 務 ）  

第 ３ 条  市 は 、 前 条 に 定 め る 基 本 理 念 に の っ と り 、 市 民 の 読 書 活 動 の 推 進 に 関 す

る 施 策 を 策 定 し 、 及 び 実 施 す る 責 務 を 有 す る 。  

２  市 は 、 前 項 の 施 策 を 実 施 す る に 当 た っ て は 、 区 の 地 域 性 に 応 じ て 、 読 書 活 動

の 推 進 を 図 る た め の 目 標 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 家 庭 に お け る 取 組 ）  

第 ４ 条  家 庭 に お け る 読 書 活 動 は 、 本 の 感 想 を 話 し 合 う な ど 、 読 書 の 楽 し さ を 共

有 す る こ と に よ り 、 読 書 活 動 が よ り 身 近 に 感 じ ら れ る よ う 努 め る も の と す る 。  

 （ 学 校 に お け る 取 組 ）  

第 ５ 条  学 校 は 、 そ れ ぞ れ の 学 校 の 特 性 並 び に 児 童 及 び 生 徒 の 発 達 段 階 に 応 じ 、

読 書 活 動 の 推 進 に 関 す る 計 画 を 策 定 し 、 当 該 計 画 に 基 づ き 、 学 校 図 書 館 を 中 核

と し て 児 童 及 び 生 徒 の 読 書 活 動 の 推 進 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 

 



 （ 地 域 に お け る 取 組 等 ）  

第 ６ 条  地 域 に お け る 読 書 活 動 は 、 学 校 、 市 立 図 書 館 、 地 区 セ ン タ ー 、 コ ミ ュ ニ

テ ィ ハ ウ ス そ の 他 の 読 書 活 動 に 関 係 す る 施 設 又 は ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 を 行 う 団 体  

と 連 携 し 、 日 常 的 な 読 書 活 動 の 推 進 に 資 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

２  市 は 、 市 立 図 書 館 が そ の 使 命 を 全 う す る た め 、 蔵 書 の 充 実 そ の 他 運 営 の 改 善

及 び 向 上 等 に 寄 与 す る 措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

３  市 は 、 民 間 団 体 及 び 事 業 者 に 対 し 、 市 が 実 施 す る 市 民 の 読 書 活 動 の 推 進 に 関

す る 施 策 又 は 家 庭 、 学 校 若 し く は 地 域 に お け る 読 書 活 動 に 関 す る 取 組 に 協 力 す

る よ う 要 請 す る も の と す る 。  

（ 他 の 計 画 等 と の 整 合 性 の 確 保 ）  

第 ７ 条  市 が 実 施 す る 市 民 の 読 書 活 動 の 推 進 に 関 す る 施 策 及 び 目 標 並 び に 家 庭 、

学 校 及 び 地 域 に お け る 読 書 活 動 に 関 す る 取 組 等 に つ い て は 、 子 ど も の 読 書 活 動

の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ３ 年 法 律 第 154 号 ） そ の 他 の 法 令 に 基 づ く 読 書 活

動 に 関 す る 計 画 等 と の 整 合 性 の 確 保 を 図 る も の と す る 。  

 （ 市 民 の 読 書 の 日 等 ）  

第 ８ 条  読 書 活 動 に 関 す る 市 民 の 関 心 及 び 理 解 を 深 め る と と も に 、 市 民 が 積 極 的

に 読 書 活 動 に 取 り 組 む 意 欲 を 高 め る た め 、 毎 月 ２ ３ 日 を 市 民 の 読 書 の 日 と し 、

毎 年 １ １ 月 を 市 民 の 読 書 活 動 推 進 月 間 と す る 。  

 （ 財 政 上 の 措 置 等 ）  

第 ９ 条  市 は 、 市 民 の 読 書 活 動 の 推 進 に 関 す る 施 策 を 実 施 す る た め に 必 要 な 財 政

上 の 措 置 そ の 他 の 措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

 （ 委 任 ）  

第 １ ０ 条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 教 育 委 員 会 が 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

   提  案  理  由  

 市 民 の 読 書 活 動 の 推 進 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 し 、 も っ て 市 民

一 人 一 人 の 心 豊 か な 生 活 及 び 活 力 あ る 社 会 の 実 現 に 資 す る た め 、 横 浜 市 民 の 読 書

活 動 の 推 進 に 関 す る 条 例 を 制 定 し た い の で 提 案 す る 。  
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